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 千曲市職員の自治区とのパートナーシップによるまちづくり推進規程の一部を改正する

訓令を次のように定める。 

 

 

  令和７年２月５日 

 

 

                 千曲市長 小 川 修 一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

千曲市職員の自治区とのパートナーシップによるまちづくり推進規程の一部を改

正する訓令 

 

千曲市職員の自治区とのパートナーシップによるまちづくり推進規程（平成17年千曲市

訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

千曲市職員の自治区との協働によるまちづくり推進規程 

附 則 

この訓令は、令和７年２月５日から施行する。 


